
Ⅰ 研究の目的

中国の国有企業改革については，１９８０年代以

降，数多くの調査・研究がなされてきた。これ

らの研究で指摘されてきたことは，国有企業の

整理・合理化にともなって，失業やレイオフの

増加と福利厚生機能を担ってきた�単位�制度

の衰退といったものが大きな社会問題になりつ

つあるという点である。

とりわけ，産業構造の多くの部分を国有企業

に依存してきた中国東北地方においては，この

問題は顕著であると言われている。例えば，１９９８

年に上海，天津，重慶，瀋陽の４都市の国有企

業に対して大規模なフォーマル調査を行った日

本労働研究機構（２００１，１３５―１４２）によると，国

有企業１社あたりのレイオフ（一時帰休。中国

語で�下崗�）対象者数と，全従業員数に占める

レイオフ対象者数の比率は，東北地方の遼寧省

に属する瀋陽が最も高い数値を占めていた。

その一方で，この時点の調査では，１９８６年か

ら従来の終身雇用制度が改められ，一定期間を

限度とした雇用契約を結ぶ�労働契約制度�が

導入されていたにもかかわらず，１社あたりの

過去１年間での解雇者数は，瀋陽市で約３７人，４

都市の平均でも３８．８人に止まっており，経営改

革によって国有企業従業員の解雇まで行ってい

る企業は，それほど多くは見られなかった。

この背景としては，同報告書が指摘するよう

に�膨大な赤字を抱える国有企業の改革は不可

欠であるが，経済単位のみならず生活単位であ

り，かつ共産党による支配の単位でもある国有

企業は，それが持っている諸機能を個人と社会

が代替しえないかぎり解体しえないので�あり，

国有企業に対する国家の要求は�経済的である

以上に社会的なものであり，結局は社会の安定

や雇用の確保，そして党支配の維持という部分

に収斂する�という要因が存在していた［日本

労働研究機構２００１，１４―１５］。そのため，労働市

場の流動性が低い地域においては，国有企業は，

多くの余剰労働力をレイオフという形で，内部

に抱え込まざるを得ない状況があった。

しかしながら，１９９８年５月になると，政府は

�国有企業一時帰休者基本生活保障と再就職工

作会議�の結論を基に，レイオフ対象者を３年
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間を限度として，企業との雇用関係を維持した

まま，再就職サービスセンターに受け入れる政

策を採用した。そして，３年過ぎても再就職で

きないレイオフ対象者は，企業との雇用関係を

切られ，失業保険の給付を受ける失業者とされ

るようになった［�管理世界２００１第１期�］。

さらに政府は，２００１年にこの再就職サービス

センター制度を３年程度の時間をかけて廃止す

ることを決定し，遼寧省は，この方針を実施す

るための実験地域に指定された。これによって

遼寧省のレイオフ対象者は，企業との雇用関係

を打ち切られて，直接，失業保険の給付を受け

る失業者とされることになった。市政府の報告

によると，本稿の対象地域である撫順市でも，

２００１年に１７５企業でレイオフされていた４万９８００

人の従業員に対して，労働契約の解除が行われ

た［杜２００２］。このような状況下で，国有企業

の人員削減による失業者の増加という問題は，

今後ますます深刻になることが懸念される。

そこで本稿では，国有企業改革の進展にとも

なう人員削減と補償の現状について，遼寧省撫

順市を事例として検討する。具体的には，企業

への聞き取り調査を通じて，人員削減の背景と

実施状況を検討することに加えて，企業規模や

経営状態の違いによって，政府による企業への

支援策や退職者に対する補償策に差異が見られ

るか否かという点や，人員削減実施後，企業に

残った従業員と経営者の間で労使関係がどのよ

うに変化したのかという点の分析を行う。

研究の方法として本稿では，撫順市の国有企

業の経営者や従業員，市政府幹部に対するイン

フォーマル調査を行い，事例調査の積み重ねか

ら全市的な傾向を把握することを試みた。調査

時期は，２００２年３月と同年８月の２カ月間であ

り，企業幹部や従業員への詳細なインタビュー

調査を行った企業は７社（A～G社）である。

この７社の企業規模別の内訳は，企業改革以前

の従業員数で見れば，４万人程度の大企業が１

社，１万人程度の中堅企業が２社，３０００人以下

の比較的小規模な企業が４社であり，上級部門

との関係で見れば，遼寧省管轄が２社，市政府

管轄が３社，区政府管轄が１社，国の出先機関

が管轄しているものが１社となっている（表

１）（注１）。

Ⅱ 対象地域の概要

遼寧省は中国のなかでも失業問題が最も深刻

な地区であると言われている東北部に位置して

いる。この地域の失業率が高い要因として，単

一の産業に依存した企業城下町的都市を多数抱

えている点が挙げられる［中兼２０００，２６８―２６９］。

本研究で取り上げる撫順市も，重化学工業など

もある程度は存在するものの，炭鉱業に依存す

る企業城下町的都市のひとつである。同市は，

遼寧省の省都瀋陽からバス・鉄道で一時間程度

の距離にある人口２２７万人の地方都市であるが，

同市の場合，瀋陽に近接しすぎていることが，

逆に第三次産業の低迷をもたらしていることも

推測される。

撫順市と遼寧省の GDP成長率を全国の成長

率と比較すると，１９９６年までは，撫順市・遼寧

省ともに全国の成長率を下回ることが多かった

のに対して，９７年以降は，この数値は逆転して

いる。さらには１９９７年には０．９ポイントだった

撫順市と全国平均との伸び率の差は，９８年には

１．７ポイント，９９年には１．８ポイント，２０００年に

は２．０ポイントと，年々拡大する傾向が見られ
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表１ 調査対象企業の概要

業務内容 管轄する
上級部門

株式会社化の
有無と所有状
況

固定資産総
額（取得原
価による）

経営改革
前の従業
員数

現在の従
業員数１） 現在の経営状況２） 解雇対象者への補

償金
政府による企業へ
の支援策

A社 鉄鋼業 遼寧省 ２０００年１２月に
株式上場 ２３億元 ４万人 ８，０００人

過去の累積損失が調査によ
って明らかになり，損失と
して計上したため，７億元
の赤字だったが，２００２年は
改善している。

過去１年の平均月
収（５７６～１，３００元）
×勤続年数で計算

補償金の政府負担
率が他の企業より
高い。銀行による
３億元の支援。

B社 アルミニ
ウム製造

遼寧省有
色金属公
司

株式会社化未
定 ３２億元 １万人 ６，５００人

３，０００万元の赤字ながら，
２００３年に新工場が稼働すれ
ば黒字化が可能。

７００元×勤続年数
で計算

技術協力費（２億
元）の支援と８，０００
万元の３年間無利
子の融資を受ける。

C社
鉱山機械
製造・修
理

撫順鉱務
局（国の
出先機
関）

政府が株式の
多くを所有・
経営者と従業
員も出資

２，００６万元 ３，０００人 ７００人 リストラにより以前より改
善するも３５０万元の赤字。

７５６元×勤続年数
で計算 未確認

D社 グラファ
イト製造 市政府

株式の５１％を
民間企業が出
資

３億４，０００
万元 １，８００人 ９５０人

黒字。昨年は８８７万元の法
人税を納め，固定資産総額
も過去最高額に達した。

２００１年の平均月収
×勤続年数で計算 未確認

E社 建設・建
築 市政府 経営者が出資 ５，０００万元 ９，０００人 ２，０００人

受注額が２００１年の１．５億元
から０２年上半期は１，５００万
元に激減している。

３６４元×勤続年数
で支給する予定が，
従業員側の反発で
未実施。

未確認

F社
道路工事
用機械製
造

市政府 経営者が出資 ３，０００万元 １，７００人 ３００人 収支均衡ながら資金繰りが
厳しい。

３６４元×勤続年数
で計算 未確認

G社 産業用繊
維製造 区政府 経営者と従業

員が出資 ２，３００万元 １，３００人 ３００人 ７０万元の赤字。給料の支給
が１年間滞っている。

３６４元×勤続年数
の予定だが，余力
なく支払えない。

未確認

（出所） 鄭（２００２a, b, c, d, e, f, g）による。
（注） １）�現在の従業員数�には，レイオフや�退養�の対象者は含まない。

２）�経営状況�の損益については，いずれも２００１年の業績で，公表値ではなく経営の実情に即した数値である。
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る（図１）。しかしながら，このような高い成

長率は，工業分野での過剰生産に依存している

という側面もあることは否定できない。

一方，撫順市の基幹産業である炭鉱業は，近

年その規模が縮小している。撫順市が属する遼

寧省の原炭生産量は，１９９６年の６０４０．６トンをピ

ークに，２０００年には４４５４．９トンにまで落ち込ん

でおり，減少傾向にある。この背景としては，

撫順をはじめとする遼寧省の炭坑は，近年その

保有量が減少し，鉱脈も深くなり高コストであ

ることが挙げられる。また，関連する鉱山設備

関係産業の生産高も激減しており，１９９５年には

７万６０００トンだった生産高は，翌９６年には２万

８０００トン，９９年には１万７０００トンとなっている

（図２）。

中国共産党中央組織部課題組（２００２，１９９）の

調査によると，１９９８年から２０００年８月までの間

に，遼寧省において，国有企業からレイオフさ

れた従業員は１９３万９０００人に達し，省の国有企

業従業員総数の１２．４％を占め，全国平均の７．９％

という水準に比べるとかなり高い。

遼寧省のなかでも，大連や瀋陽といった省都

級の都市では，外資による投資が顕著であるた

め，これらの投資によって生じた雇用が，国有

企業を退職した労働力を吸収していると考えら

れる。しかしながら，撫順においては，外資に

よる投資や外国からの借款も，極めて少ないの

が現状である（表２）。市政府の発表によると，

２００１年において撫順市では，サービス産業を中

心とした民間部門で４万２５００人の雇用が生まれ

たとされている［杜２００２］。しかしながら，こ

れらの雇用は，そのほとんどが人力車夫，露天

図１ 撫順市，遼寧省，全国における GDP成長率の推移

（出所）�中国統計年鑑１９９２―２００１�および�遼寧統計年鑑１９９２―２００１�．
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商といった不安定な低賃金労働であると考えら

れ，雇用問題の緩和への効果については，疑問

が持たれる。

また，失業者の多くを占める中高年層では，

撫順のような雇用情勢が厳しい地域から，比較

的良好な大都市へと移動することには，心理的・

経済的に大きな制約が存在するため［菱田２０００，

３３―３４］，失業人口が滞留し�局地的な失業問題�

が深刻化している［中兼２０００，２６９―２７０］。

Ⅲ 人員削減の背景と実施状況

１．人員削減の背景

国有企業の人員削減が急速に進んでいる背景

には，従来の多くの研究で指摘されているよう

に，国有企業に対する市場圧力が日増しに強ま

ってきていることと，これに関連して国有企業

がレイオフという形で余剰労働力を企業内に抱

え込むことができなくなっているという要因が

ある。

１９８０年代後半には，国有企業の間にも�請負

経営責任制�や�独立採算制�が広く普及し，

国有企業経営者は，一定のノルマを達成すれば，

利潤を企業内に留保してインセンティブを得る

ことができる反面，自己が経営する企業に対し

て経営責任を負うようになった。１９８６年には

�企業破産法�が制定され，国有企業の倒産も

認められるようになった［小林２００２，６１］。１９９０

年代にはいると，政府内部で中小国有企業の株

式会社化や民営化を容認する流れが生まれ，大

企業についても，株式市場への上場が相次ぐよ

うになった［今井２００２，７―８，１３８］。このよう

図２ 遼寧省における原炭生産高と鉱山設備生産高の推移

（出所）�遼寧統計年鑑１９９７―２００１�．
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な株式会社化の進展や市場圧力の高まりによる

経営悪化は，企業経営者に対して経営改革の必

要性を痛感させる状況を生みだしたと考えられ

る。実際に，本研究の対象となった企業のなか

には，国有企業でありながら倒産や賃金の未払

いを経験するまでに逼迫しているものも多く見

られる。

調査対象企業の所有形態を見ると，B社を除

く６社がすでに株式会社化を行っている。B社

が株式会社化を実施していないのは，現在は省

政府の管轄下にある同社が，今後，規模の縮小

によって市政府に移管される可能性があるため

である［鄭２００２b］。

B社以外の各社のうち，企業規模が大きい A

社の場合は，株式上場によって市場から資金を

集めている。同社は，生産設備の管理・メンテ

ナンス部門や一部の生産部門などを，会社の分

割（中国語で�分流�と呼ばれる）によって分離

し，組織のスリム化を行った上で，２０００年１２月

３１日に中核となる製鉄部門を上海証券取引所に

株式上場した。上場によって得た資金は６億元

に上り，新しい生産設備の購入費に充ててい

る（注２）。

また，グラファイト電極を主に製造する D

社は経営状態が良好であるため，民間企業によ

る買収の対象となり，株式の過半数を売却して

いる。同社は，１９９９年から３年連続で黒字を出

し，２０００年には２９７万元，２００１年には８８７万元の

表２ 遼寧省における外国資本投資受入額の推移
（単位：万 US＄）

１９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年

瀋 陽 対外借款 ３，６３６ ８，６５７ ５，４２０ ３０，４２６ ４５，４２８ ２４，５４８

直接投資 ４６，０５２ ３９，５５１ ５３，７６０ ５６，６３６ ４９，８３６ ７１，２３０

その他投資 １４８ ０ １５，８２５ １５，０１８ ８，２７５ ８，６１２

総計 ４９，８３６ ４８，２０８ ７５，００５ １０２，０８０ １０３，５３９ １０４，３９０

大 連 対外借款 ２０，１８３ １３，３００ １，５２２ １２，２２５ １０，５３７ ２３０

直接投資 ７０，９６２ １００，５９２ １３１，９４４ １２３，７２５ １１７，４１５ １３０，５９７

その他投資 ２８６ １４ ８，５５０ ４，７７３ ３，７０９ ２，３１７

総計 ９１，４３１ １１３，９０６ １４２，０１６ １４０，７５０ １３１，６６１ １３３，１４４

撫 順 対外借款 ３，２３３ １３０３ ０ ０ ６７８ １，２９０

直接投資 ２，６１７ ２，７５０ ７，３０９ ４，３４７ ２，２８６ ２，２１６

その他投資 ０ ０ ０ ０ ０ ０

総計 ５，８５０ ４，０５３ ７，３０９ ４，３４７ ２，９６４ ３，５０６

遼寧省計 対外借款 ４９，３７７ ４４，６３７ ２９，７７５ ７１，７４２ ８５，４７０ ３５，４７２

直接投資 １４０，４０５ １６７，１４２ ２２１，４４６ ２２０，４７１ ２０６，３６６ ２５５，２１９

その他投資 ９０９ ２６，１３６ ５４，６５５ ２１，８９１ １１，９８４ １０，９２９

総計 １９０，６９１ ２３７，９１５ ３０５，８７６ ３１４，１０４ ３０３，８２０ ３０１，６２０

（出所）�遼寧統計年鑑１９９７―２００１�．
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法人税を納めており，２００１年末には固定資産総

額（注３）が３億４０００万元となり創業来の最高額に

達した［鄭２００２d］。同社は，株式売却によっ

て市政府の収入を増加させるとともに，企業競

争力の強化を図るために，撫順市の国有企業と

しては初めて，株式の過半数を民間に売却して，

民営化が進められたケースであり［杜２００２］，

ある不動産業者が株式の５１％を３２２６万元で取得

し，残りの４９％を国家が保有するという形で，

２００２年７月に株式の売却が行われた［杜２００２］。

A社と D社は，市場や民間企業から資金を

集めることが可能であったのに対して，C社，

E社，F社，G社の各社は，企業規模の小ささ

や経営状態の悪さのため，経営者や従業員から

資金を集め，株式を割り当てざるを得なかった。

とりわけ C社と G社では，一般従業員に対し

ても自社への出資が求められた。

C社は，かつて全国最大級の鉱山用機械製造・

修理会社だったが，鉱業用機械業界の縮小のた

め経営が悪化し，１９９９年には８カ月間に渡って，

従業員への賃金の支給が滞っている。その後，

人員削減や福利厚生施設の廃止などの経営改革

によって，赤字額は２０００年には４７０万元，２００１

年には３５０万元と減少したものの，従業員数を

１９８０年代の３０００人から７００人にまで減らしても，

赤字から脱却できない状況にある（注４）［鄭２００２

c］。同社が２００１年に，政府が株式を保有する株

式会社に改組された際，経営者・幹部クラスの

従業員が１万元，一般従業員がそれぞれ５０００元

を拠出し，合わせて３５６万元の資金が集められ

た。２００１年には，赤字経営にもかかわらず従業

員に対する配当金の支払いが行われたものの

［鄭２００２c］，同社の先行きを考えれば，従業員

が出資額に見合う利益を回収できるかは疑問で

ある。

産業用繊維を生産している G社でも，１９９６

年に倒産を経験した後，前工場長（現経営者）

が１５万元，管理職クラスが１万元，一般従業員

が５０００元を出資して，合計２００万元の資金が集

められた。しかしながら，経常赤字が慢性的に

続く状態のため，配当金の支払いは一度しか行

われず，賃金も２００２年８月の調査時点で１年間

ほど支給が滞っている状態であった。同社は，

１９８３年と８８年にドイツやアメリカから新しい生

産設備を導入して，中国では有数の産業用繊維

の生産工場となっていたが，近年では生産設備

が低コストで国産化できるようになったため，

同社の優位性はなくなり，厳しい価格競争に晒

されるようになった。現在では，同社の製品は，

どの工場でも生産できる労働集約的な製品とな

っており，臨時工を使って生産している同業他

社や，元従業員が G社から独立して開業した

会社に顧客を奪われることも多いという［鄭

２００２g］（注５）。

２．人員削減の実施状況

本項では，レイオフ対象者の解雇を進めてい

くという政府の方針に対する，各企業の実施状

況について検討していく。各社が行っている人

員削減の進捗状況を見ると，企業の規模や経営

状態によって差が出ている。

従業員４万人と規模が大きかった A社の場

合は，従業員の解雇や，幹部ポストの削減，定

年間近な従業員を自宅待機させる�退養�制度

に加えて，�分流�の実施によって，従業員数

を２００２年８月までに８０００人にまで削減した。聞

き取り調査を行った法律事務室も４０人いた職員

が１１人に削減され，人員削減はホワイトカラー

従業員にまで及んでいる。また，株式会社化に
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ともない，過去の収支状況を調査しなおしたと

ころ，新たに７億元の累積債務があることが明

らかになり，省政府幹部をも驚かせている［鄭

２００２a］（注６）。また同社は，売掛金の未払いが

１２億元にのぼる一方で，買掛金の未払いも９億

元も抱えている。このような，いわゆる�三角

債�（注７）問題は，E社や G社でも確認され，お

そらくは撫順経済全体に蔓延している課題であ

ると推測できる［鄭２００２a, e, g］（注８）。

これに加えて，鉄鋼業界は遼寧省だけでも鞍

山，本渓，A社と３つも大企業がある上に，

WTO加盟によって国際ルールが適用されるよ

うになり，低コストの外国企業との競争にも晒

されるようになった［鄭２００２a］。

アルミニウムの製造を行っている B社の場

合も経常赤字は深刻で（注９），２００１年も３０００万元

の赤字を計上しており（注１０），固定資産総額３２億

元に対して，累積債務も１０億元に達している。

そのため同社でも，２００１年にレイオフ制度が廃

止されると，かつて１万人程度抱えていた従業

員数を６５００人にまで削減した。さらに２００２年に

も１５００人を解雇し，５０００人程度にまで縮小する

予定である（注１１）。そして，利益が見込めないチ

タン製造事業から撤退すると同時に，新しい環

境基準を満たした新工場の建設を進めている（注１２）。

予定では，２００３年から新工場が稼働すれば生産

量が現在の１０万トンから，最大で年間１６万トン

に増産可能になり，黒字転換を見込めるとして

いる。この他にも，研究開発部門を分社化して

独立採算制にすることや（注１３），政府から輸出自

主権（注１４）を獲得して経営の自由度を高めること

で経営改革を進めている［鄭２００２b］。

D社も，２００２年７月に民間企業によって買収

されて以降，リストラ対象者に生活費を払うと

いう条件でのレイオフと，補償金を支払うとい

う条件での解雇を選択させ，１８００人いた従業員

を９５０人に削減した。その代わり，新会社に雇

用された従業員の賃金は，国有時代に比べて平

均で１２％上昇している（注１５）［杜２００２］。会社に

残った従業員への聞き取りでも，賃金が上がっ

たことにより，株式会社化を評価する意見が聞

かれた［鄭２００２d］。

その一方で，経営状態が悪い中小企業には，

人員削減が思うように進んでいないものも見ら

れる。例えば G社は，１９９６年に人員削減を始

め，１３００人いた従業員を３００人にまで減らした

ものの，これらはレイオフと�退養�制度によ

るものであり，他の企業の事例のように解雇ま

では行っていない。その理由は，解雇の際に支

給を義務づけられている補償金を支払えないか

らである（注１６）。また同社は，今後も�従業員は

１００人程度で十分足りる。減らさないと会社の

負担が大きくて，経営が成り立たない�とさら

なる人員削減を目指しているが，従業員から多

額の出資を受けている同社の場合，対象者から

出資金の返還を迫られるであろうことが，課題

となっている［鄭２００２g］。

建設・建築業の E社でも，幹部が出資して

株式会社化を行うとともに，レイオフと自然減

によって，１９８６年に９０００人いた従業員数を２０００

人にまで削減した。さらに２００１年から３年計画

で，すでにレイオフしている従業員４０００人を解

雇する計画を立てている。しかしながら，２００１

年には従業員による抗議行動が起こったため，

２００２年８月の調査時点でも，従業員の解雇は実

施されていない［鄭２００２e］。
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Ⅳ 解雇対象者への補償とその

企業間格差

本節では，国有企業の急激な人員削減によっ

て生まれた解雇対象者に対する補償が，どのよ

うに実施されているかという点を検討する。と

りわけ，企業規模・経営状態の違いによって，

補償額にどのような差異が生じているのかとい

う点を検討していきたい。

失業者に対する補償は，主に�１国の失業保障

制度による失業給付金，�２解雇による退職の場

合に支払われる補償金によってなされている。

�１は，社会保険料を国家と企業，被雇用者の３

者が納付して積み立てるという制度であるが，

本人の負担金はそれほど多くはないため，とり

わけ企業が保険料を納付する意志と能力を有し

ているか否かが重要な要因になってくる。

しかしながら，国有企業においては，G社の

ように経営状態が極端に悪い事例を除けば，概

ね保険料の納付は行われており（注１７）［鄭・阿部

２００２］，むしろ企業の規模や経営状態に大きな

影響を受けるのは，�２の補償金であると考えら

れる。補償金額については，遼寧省では，３６４

元×勤続年数という金額を最低補償額の基準と

して定めており［鄭２００２h］，多くの企業では

省政府と市政府および企業が，それぞれ５：３：

２という比率で支出して支払う場合が多い［鄭

２００２b, d, e, g］。しかしながら，補償金額は企業に

よって格差があることが指摘されている［�管

理世界２００１第１期�］。

各社の補償金額を比較すると，A～D社では，

平均月収×勤続年数，あるいは７００～７５６元×勤

続年数という金額となっており，大きな差がな

いのに対して，E社（予定）と F社は３６４元×

勤続年数と，前述の４社の半分以下の水準であ

り，G社に至っては，それすら支払うことが難

しい状況である（注１８）。

A～D社が比較的高水準の補償金を支払って

いる要因としては，A社と B社は，省政府が

管轄する大企業であり，C社は小規模企業なが

ら，国の出先機関が管轄する特殊な位置づけを

持つ企業であったこと，D社も市政府管轄の小

規模企業ながら経営状態が良好で高額の補償金

を支払う余裕があり（注１９），かつ労働争議によっ

て補償金の増額が行われたことが挙げられる。

とりわけ，A社の場合は，省：市：企業の

負担割合が６：３：１となっており，他社に比

べると省政府の負担割合が大きく，同社の負担

割合は，補償総額のわずか１０％と大幅に少なく

なっている。このことは，政府が同社の抱える

多くの解雇対象者に対して，多くの補償金を支

払えるように配慮したためであると考えられる。

また，A社に多くの融資を行ってきた国有銀

行も，同社に対する支援を行っており，２０００年

までに公表されていた３億元の負債を，株式と

交換する形で免除している。このような経済的

な支援に加えて，政府は２００３年１月に，A社

を大連にある従業員数４０００人の製鉄会社と合併

させる等，同社の経営に積極的に介入してい

る（注２０）［鄭２００２a］。

一方，政府は B社に対しても，２００２年に環

境対策のための�技術協力費�として２億元の

援助と３年間無利子という条件での８０００万元の

融資を行っている（注２１）。このように政府は，A

社や B社といった比較的規模が大きな国有企

業に対しては，資金等の援助を行うと同時に，

企業経営にも主体的に関与していると言える。
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これに対して，企業規模が小さい C，D，E，

G社（注２２）に関しては，政府による特別な支援策

の存在を確認することができなかった。逆に E，

F，G社では，銀行の融資や政府からの援助を

受けることが難しいため，資金繰りが厳しい状

態であるという指摘を受けた［鄭２００２e, f, g］。

例えば G社の場合は，銀行からは１カ月程度

を期限とした，極めて短期間の融資しか受けら

れず，このような短期融資を繰り返しながら操

業を続けている状態である。また，補償金の支

払いが義務づけられているのは，国有企業だけ

に限られており，集団所有制企業は，ほとんど

が支払われないか，支払われる場合でも，極め

てわずかな金額である（注２３）［鄭２００２h］。

ただし，政府による国有企業に対する支援は，

大企業に対して手厚く，中小企業に対して手薄

であるという傾向は見られるものの，同じよう

な経営環境におかれていた企業でも，政府や国

有銀行による対応の違いによって，経営再建へ

の展望や従業員の雇用や補償の状況に格差が生

じている事例も見られる。

例えば，F社と G社は，ともに１９９６年に�企

業破産法�の適用を受けて倒産し，株式会社化

によって再出発しているが，両社の企業規模や

業績には大きな違いはなかったものの，再出発

後の状況には大きな差が生まれている。両社の

最大の違いは，以下の点である。すなわち，F

社の場合は倒産後に経営陣が出資して新会社を

設立した際に，破産法の規定とは異なり，それ

まで抱えていた負債の支払いを免れることがで

きた（注２４）。これに対して，G社では同法の規定

に沿って，倒産時の負債１０００万元を償還するた

めに，工場の生産設備を債権者である銀行に差

し押さえられている。責任者によると G社で

は，株式会社化以降に新たに生じた５００万元の

負債分と合わせて，年間１５０万元の金額を，金

利や生産設備のレンタル料として銀行に支払っ

ているという［鄭２００２g］。

また，F社では１９９６年の倒産と新会社の設立

以後，負債の免除以外にも，優遇措置を受ける

ことができた。同社では，１７００人いた従業員を

現在までに３００人（そのうち現場従業員は２００人）

にまで削減した際，多くの退職者に対する失業

給付金を支払う義務を負っていたが，新会社を

設立することによって，旧会社が背負う負担を

切り離すことができた。これらの措置によって，

倒産前の債務や人員削減のための費用の負担を

軽減できた F社は，G社に比べると比較的有

利な条件で再出発を図れたと考えられる。現在，

F社の業績は，ようやく収支が均衡しており

［鄭２００２f］，従業員に対しては給料を，解雇対

象者に対しては最低限の補償金を，どうにか支

払うことができる状態である。

F社でも他社と同様，現在３００人いる従業員

を（注２５），今後さらに減らしていく予定であるが，

その際には，従業員の仕事量は大幅に増加し，

過重労働に陥ることが懸念される（注２６）［鄭２００２

f］。また，同社に限らず近年では多くの国有企

業で，経営改革の一環として，社宅や病院，学

校といった福利厚生施設の分離や廃止が進めら

れている。とりわけ，付属病院の分離や廃止に

よって，従業員の医療費は以前に比べて増加し

ている。このような措置は，人員削減によって

仕事量が増加し，労働災害の増加が懸念されて

いる従業員にとって大きな負担となることが予

想される［鄭２００２a, b, c, e, f, g］。

このように政府は，人員削減などの経営改革

によって大きな社会的影響が生じることが予想
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される大企業に対しては，補助金等の援助を通

して，経営へのてこ入れや，解雇対象者に対す

る保障政策の充実などを図り，社会不安が高ま

ることを抑えようとしているのに対して，中小

企業に対する政府の援助は比較的少ない。ただ

し，中小企業でも，比較的早い時期に倒産した

ものでは，債務の免除を受けて再出発を図れた

企業もあるが（注２７），同じような経営環境におか

れていた企業でも，政府や国有銀行による対応

の違いによって，従業員の雇用や補償の状況に

格差が生じていることが指摘できる。

Ⅴ 労使関係の変化

本節では，人員削減の結果として企業に残っ

た従業員と経営者の間で，労使関係にどのよう

な変化が生じているかという点を検討する。従

来の国有企業改革の課題として，企業の経営者

と従業員が利益集団となり，両者が協調して従

業員の収入と福祉の向上を追求する傾向が見ら

れていた［林・蔡・李１９９９，４８，５４―５５］。

対象企業のなかでも，従業員の間に，福利厚

生の面で企業に依存したいと望む意識が根強く

残っているのが E社である。例えば，交通事

故で弟を亡くした従業員の１人が，労働強度が

低い部門に転属することを要求したことがあっ

た。同社では彼の要求を認めて軽労働である清

掃部門に転属したところ，同社に務める配偶者

も転属させるよう要求するようになったという。

経営者側は，このように温情主義的な慣行を改

めたいと考えているが，将来の生活への不安か

ら，企業に依存したいという心情が根強い従業

員側との溝は深い。

第Ⅲ節第２項で述べたように，同社では，従

業員４０００人を解雇する計画を立てているものの，

従業員による抗議行動が起こったため，解雇を

実施できない状況である。同社のレイオフ対象

者の場合，社会保険料の納付は行っているもの

の，生活費の支給は行われておらず，対象者は

住宅の内装工事などのアルバイトによって生計

を立てている［鄭２００２e］。一方，従業員側が

解雇を受け入れた場合は，補償金や失業給付金

の支給を受けることができ，短期的には従業員

の収入は増加すると考えられる。それにもかか

わらず，従業員側が解雇に反対して，抗議行動

を行っている背景には，同社の従業員には，旧

来の�単位�社会に対する強い愛着が存在する

ことが推測される。

しかしながら，人員削減の進行は，このよう

な協調的な労使関係にも大きな変化をもたらし

つつある。この傾向が最も顕著だったのが C

社である。同社の場合は，全従業員が会社に出

資して株式を取得しているにもかかわらず，株

式取得後に発言権を強めたのは，経営者や管理

者クラスの人々のみであり，むしろ一般従業員

の発言権は，相対的に低下しているのが実状で

ある。具体的には，従業員１人あたりの仕事量

が増加し，これまで生産ラインにおいて１人に

つき１台の機器の管理を担当していたものを，２

台以上管理するようになり，ホワイトカラーの

従業員も，生産現場での作業を兼任することが

義務づけられるようになった。また，遅刻者に

は罰金が科されたり，経営者側は人手不足と仕

事の受注が不規則であることを理由に，従業員

に対して法律上は週２日間と定められている休

日にも時間外手当なしでの出勤を義務づけたり

している［鄭２００２c］。

このような従業員に対する厳しい管理は，８
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月の再調査時には，管理者の交替によって緩和

されており，休日出勤は土曜日のみとなってい

た。しかしながら，一般従業員拠出分のわずか

２倍の株式を保有するだけの経営者が，これだ

けの強い管理権を持つようになっている点は特

筆に値する（注２８）。従業員へのインタビューでは，

これらの経営者の手法に対して強い不満が聞か

れたものの，自らが解雇の対象となることへの

不安から，表立って批判することができないと

いう葛藤が聞かれた［鄭２００２c］。このように C

社の事例は，経営状態の悪さと自身が解雇され

ることへの不安から，従業員が株主であるにも

かかわらず，発言権を行使することができず，

経営者による彼らへの管理が強化されている事

例であると言える。

これに対して，会社規模が比較的大きい A

社では，C社とは異なる点も見られる。同社の

場合も，株式会社化に対応して，従業員に対す

る管理を強化しているという点は，C社と同様

である。２００２年には，この年に就任した新社長

の下，従業員に対して，山東省の大手家電メー

カー・ハイアールと同じ手法の，解雇をもとも

なう管理制度（末位淘汰制度）を導入したり，

労働組合を通して愛社精神を高める運動を行っ

たりして，従業員の意識を高めようとしている

［鄭２００２a］。

ただし，A社の場合は，このような管理の

強化に対して，従業員側が抗議行動を起こせる

余地があるという点では，C社とは異なってい

る。株式会社化後に従業員側が行った抗議行動

では，主に�１従業員が納付する社会保険料を減

額すること，�２自主的に退職する従業員にも補

償金を支払うようにすること，といった点が要

求されている［鄭２００２a］。

黒字経営でありながら民間企業への株式の売

却が行われた D社では，この傾向はさらに顕

著であると考えられる。同社の場合は，経営状

態が比較的良好であったことが，株式の売却に

対する従業員の反発を招いた。従業員側は，と

りわけ，市政府と経営陣が従業員側に相談なく

民間企業への株式の売却を決定したことや，解

雇される従業員への補償金額について，経営幹

部と一般従業員との間で格差をつける方針であ

ったことに，態度を硬化させるようになった

［鄭２００２d］。

さらに，補償金額を巡っては従業員と企業・

市政府側が対立し，労使紛争にまで発展した。

従業員側が３０００元×勤続年数という基準で補償

金額を要求したのに対して，企業側が提示した

ものは７５０元×勤続年数という金額に止まった。

そのため，交渉は決裂し，従業員側は道路を遮

断して抗議行動を行った。これに対して，市政

府は警察隊を出動させ，抗議行動を中止させる

という措置を執るほどだった（注２９）［鄭２００２d］。

最終的には，解雇される場合の補償金は，過

去１年間の平均月収（およそ８００元程度）×勤続

年数という金額で，レイオフされる場合には１

カ月１９５元の生活費が支払われることで交渉が

妥結された［鄭２００２d］。結果として，従業員

側が不満としていた，幹部職員と一般従業員と

の間での補償金額の格差は既成事実化されたも

のの，労働争議の結果，補償金額に多少の上積

みが図られたと言える。

このように人員削減にともなって，国有企業

の労使関係は，協調的なものから対立的なもの

に変容しつつあると言えよう（注３０）。また，これ

ら４社の事例だけでは一般化することは難しい

が，経営者と従業員の力関係は，企業の経営状
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態と大きく関係しており，経営状態が良好な企

業ほど，従業員が抗議行動を行うことを含めて，

企業経営のあり方に対して，発言力を行使でき

る余地が生まれていると考えられる（注３１）。

Ⅵ 結 論

以上，本稿では，国有企業改革の進展にとも

なう人員削減と解雇対象者に対する補償の現状

について，遼寧省撫順市を事例として報告して

きた。具体的には，人員削減の背景と実施状況

を検討することに加えて，企業規模や経営状態

の違いによって，政府による企業への支援策や

解雇対象者に対する補償策に差異が見られるか

どうかという点や，人員削減後の労使関係の変

化についての検討を行った。その結論として，

以下の点を指摘することができる。

２００１年に政府が遼寧省をレイオフ制度の廃止

に関する実験地域に指定すると，多くの国有企

業で，それまでレイオフしていた従業員との労

働契約を解除し，解雇が行われるという現象が

見られるようになった。このような現象は，本

研究で事例調査を行った企業でも多く確認でき

たが，対象企業のなかには，経営状態が悪く，

補償金の支払いや出資金の返還ができないため，

従業員の解雇を行うことすらできない企業も見

られた。

また，このような人員削減によって生まれた

解雇対象者に対する補償状況にも，企業規模や

経営状態の違いによって，大きな差異が見られ

た。政府は，人員削減によって大きな社会的影

響が生じることが予想される大企業に対しては，

補助金等の支給や国有銀行を通しての支援を通

して，経営へのてこ入れや，解雇対象者に対す

る補償金の充実などを図り，その社会的影響を

最小限に抑えようとしている一方，中小企業に

対する政府の援助は比較的少なかった。ただし，

同じような規模や経営状態におかれていた中小

企業のなかでも，国有銀行による支援を受けて

株式会社化を行い，再出発を図ることができた

企業も見られた。

また，人員削減の進展によって，従来，�単

位�制度の下で利益集団的な協調関係を築いて

いた労使関係には大きな変化が生じている。具

体的には，経営改革の過程では，経営者の権限

が強化される傾向が見られ，解雇をともなう業

績主義（末位淘汰制度など）の導入や，無給で

の休日出勤を強要するといった，従業員への管

理の強化が見られ，従業員の発言権は相対的に

低下する傾向が見られる。この傾向は，経営状

態が悪い中小企業において特に顕著に見られ，

一般従業員が株主としてかなりの金額を出資し

ている企業においてさえ確認することができた。

このような失業問題の顕在化や補償金の不平

等，従業員に対する管理の強化といった傾向は，

今後の人員削減のさらなる進行によって，ます

ます顕著になると予想される。そのため今後も，

国有企業の人員削減がもたらす影響について，

その推移に注目するとともに，それによって生

じている社会問題をいかに調整していくべきか

という課題について，検討していく必要がある

と考えている。

（注１） この他に，断片的な調査のため，表１に

は含めなかったが，２社の比較的大規模な国有企業

へのヒアリング調査も行った。

（注２） ただし，競争激化にともなう受注の伸び

悩みのため，２００１年に導入した新設備は，フル生産

できない状態である。
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（注３） 本研究では固定資産総額として，固定資

産を取得原価で合計した金額を示した。

（注４） 経営者へのインタビューにおいても�上

級部門から指定される仕事だけでは収入が確保でき

ず，自ら企業を回って受注を取ってこなければ，従

業員に賃金を払うこともできない�という危機感が

聞かれた。

（注５） G社のように，参入障壁の低下による競

争激化によって経営が悪化した事例として，建設・

建築業の E社が挙げられる。建設業界では，１９８０年

代後半から，農村部から移住してきた農民たちが，

小規模な会社を設立する事例が多く見られるように

なったため，同社の業績も９０年代前半から低迷する

ようになった。同社の年間売上高は，ピーク時には

２億元程度だったが，２００１年には１億５０００万元とな

り，２００２年は上半期のみの数字ながら１５００万元に落

ち込んでいる。同社の売上高は，年によって変動が

激しいため，これらの数字だけでは判断しづらいが，

長期的に見ると減少傾向が顕著であるとのことだっ

た［鄭２００２e］。

（注６） ただし，人員削減を含む改革の結果，同

社の業績は２００２年に入ってからは，改善していると

いう。

（注７）�三角債�については，南・牧野（２００１，

１２２）に紹介されている。

（注８） ３月の聞き取り調査の最中にも，債権者

が会社幹部の部屋に買掛金の督促に訪れていた。責

任者は，手続き上の不備を理由に支払いを拒否した

が，債権者は納得せず口論になり，怒号が飛び交う

光景が見られた。その際，債権者は�今日，金を受

け取って帰ることができなかったら，私は解雇され

るんだ！�と強く主張していた。債務者・債権者と

もに資金繰りに逼迫している状況を窺い知ることが

できる。

（注９） 従業員の給与水準は６００～１２００元程度で，

労働強度の高い人や管理職的地位にある人ほど高い

給与を得ている。

（注１０） B社は，公式には２００１年には５００万元の利

益を出したと発表している。

（注１１） B社は従業員のために毎年１６０万元の社会

保険料を支払っている。

（注１２） 同社は２００１年に，環境基準を満たしてい

ないとして，国から一部工場の生産停止処分を受け

た。

（注１３） 研究機関は分離独立させたものの，仕事

のほとんどを B社に頼っており，分社化の効果は出

ていないという。

（注１４） 輸出自主権は許可制となっているが，近

年では取得が容易になっている［鄭・阿部２００２］。

（注１５） 工場内での聞き取りによると，ある従業

員は民営化前に８００元だった月収が，１２００元に増加し

たという。このような賃金の上昇は，民営化に対す

る従業員の不満を緩和するための措置であると考え

られる。

（注１６） 従業員への賃金を支払えない同社が，支

払っているのは，重い病気や負傷をした従業員への

医療費と冬季の暖房費のみである。

（注１７） G社に次いで厳しい経営状態である C社

や E社も，保険料の納付は全額行っている［鄭２００２

c, e］。

（注１８） 撫順市最大の産業で，かつて合計２０万人

の従業員を抱え，４つの炭鉱を所有していた石炭採

掘会社の場合も，解雇対象者への補償金額は，７５６元

×勤続年数で計算され支給されていた［鄭２００２h］。

（注１９） 国家による投資も多く経営状態も良い大

企業（経営改革前の従業員数が２万人）の場合，補

償金額が３０００元×勤続年数に上る事例も見られた。

これは省が決めた補償金額の上限をも大きく上回る

金額である［２００２年８月２０日，区政府幹部事務室で

の幹部への筆者のインタビューによる］。

（注２０） 聞き取りを行った責任者自身も，改革が

あまりに急ピッチで進んでいることに驚きを隠さな

かった。これにともなって，同社は管理部門をさら

に再編する可能性があるという。中央政府の最終的

な目標は，遼寧省のすべての製鉄会社を合併させ，

競争力を高めることだとされている。

（注２１） この援助は，新しい環境規制に対応する

ための環境対策費という名目で行われた。

（注２２） E社の場合は，最盛期の従業員規模こそ

９０００人と多いものの，上級部門が市政府と比較的低
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位にあることや，従業員の多くが一定のスキルを持

っており，住宅の内装工事などの建築関連のアルバ

イトで生計を立てることができるため，援助の必要

性が少ないと見なされていることが挙げられる。

（注２３） 都市部における集団所有制企業とは，手

工業者の集団化などによって設立された一種の地方

公営企業である。国有企業の子会社として設立され

る場合もある。

（注２４） 同社では，倒産に際して，何らかの債務

逃れが行われたと考えられるが，詳細は不明である。

（注２５） 従業員の月給も，５００元程度であり，他の

国有企業（旧国有企業）従業員に比べても少ない水

準である。

（注２６） インタビュー調査の最中にも，女性従業

員の１人が，両手に山のような書類を抱えて上司の

部屋を訪れ�こんなに多くの仕事はできません！�

と涙ながらに直談判する光景が見られた。

（注２７） 現在では，不良債権の増加を抑えるため

に，政府や銀行が，企業の倒産を認めない場合も多

いという［鄭・阿部２００２］。

（注２８） 企業内に労働組合は存在するものの，そ

の活動は安全管理や企業内貧困者への救済活動とい

った福祉活動が中心となっており，経営者と従業員

の対立を調停するような活動は，ほとんど行われて

いない。

（注２９） さらに，民間に売却されるという情報が

事前に漏れたことが原因で，原材料や電力の供給が

ストップし，操業停止に追い込まれることになった。

この生産停止による損失額は１日１０万元にも上ると

試算されている。

（注３０） ただし，２００１年１０月には，全人代で労働

組合法の修正案が可決され，集団交渉における労働

組合の役割が，初めて法律で保障されるようになっ

た。今後，これをきっかけとして，中国的コーポラ

ティズムが確立されるかどうか注目される［鄭２００１］。

（注３１） ただし，経営状態が極めて悪く，従業員

への賃金すら支払えない G社の場合は，従業員への

管理を強化することすら不可能になっている。また

推測であるが，国有企業従業員の間には，企業が利

益を得た場合には，従業員に配分するべきだという

�単位�的な考え方が，現在でも強く残っていると思

われる。

文献リスト

〈日本語文献〉

今井健一編２００２．�中国の公企業民営化�アジア経済

研究所．

小林謙一編著２００２．�中国沿海部の産業発展と雇用問

題�第三文明社．

佐々木信彰編１９９７．�現代中国経済の分析�世界思想

社．

総合研究開発機構編１９９９．�中国市場経済の成長と課

題�NTT出版．

鄭南２００１．�中国単位制度の特性と社会的機能��名古

屋大学社会学論集�１―２１．

―――２００２a．�２００２年３月８日，８月２２日，A社法律

事務室にて行った筆者による A社へのインタビュ

ー�．

―――２００２b．�２００２年８月５日，１３日，B社工場事務

処理室および共産党書記室にて行った筆者による

B社へのインタビュー�．

―――２００２c．�２００２年３月８日，８月１３日，C社工場

長室および工場内にて行った筆者による C社への

インタビュー�．

―――２００２d．�２００２年３月１２日，１５日，７月２８日，D

社法律事務室および工場内にて行った筆者による

D社へのインタビュー�．

―――２００２e．�２００２年８月２９日，E社不動産管理部に

て行った筆者による E社へのインタビュー�．

―――２００２f．�２００２年８月９日，F社企画部執務室お

よび工場内にて行った筆者による F社へのインタ

ビュー�．

―――２００２g．�２００２年８月１６日，G社債務処理室にて

行った筆者による G社へのインタビュー�．

―――２００２h．�２００２年８月２４日，市政府高級幹部自宅

での幹部への筆者のインタビュー�．

鄭南・阿部康久２００２．�２００２年８月３日，２３日，遼寧

省社会科学院遼寧省情研究所長室にて行った筆者

による梁啓東所長へのインタビュー�．
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中兼和津次編 ２０００．�現代中国の構造変動２ 経済

――構造変動と市場化――�東京大学出版会．

日本労働研究機構編２００１．�中国国有企業改革のゆく

え――労働・社会保障システムの変容と企業組織

――�日本労働研究機構調査研究報告書１４０．

林毅夫・蔡�・李周１９９９．�中国の国有企業改革――

市場原理によるコーポレート・ガバナンスの構築

――�（関志雄・李粹蓉訳）日本評論社．

菱田雅晴編２０００．�現代中国の構造変動５ 社会――

国家との共棲関係――�東京大学出版会．

丸川知雄編２００２．�中国企業の所有と経営�アジア経

済研究所．

南亮進・牧野文夫編１９９９．�大国への試練――転換期

の中国経済――�日本評論社．

―――・―――編２００１．�中国経済入門�日本評論社．

〈中国語文献〉

常凱編１９９５．�労働関係・労働者・労権�北京 中国

労働出版社．

劉建軍２０００．�単位中国――社会調控体系重構中的個

人，組織与国家――�天津 天津出版社．

汝信・陸学芸・李陪林編２００２．�社会藍皮書――２００２

年中国社会形成分析与予測――�北京 社会科学

文献出版社．

杜小平２００２．�市政府向全市人民報告工作��撫順日報�

８月２日．

王�生２００１．�中国国有企業改革之探索�北京 社会

科学文献出版社．

鄭秉文２００２．�合作主義：中国福利制度櫃架的重構�

�経済研究�第２期：７１―７９．

中国共産党中央組織部課題組編２００２．�２０００―２００１ 中

国調査報告――新形勢下人民内部矛盾研究――�

北京 中央編訳出版社．

�中国統計年鑑１９９２―２００１�中華人民共和国国家統計局

編 北京 中国統計出版社．

�遼寧統計年鑑１９９２―２００１�遼寧省統計局編 北京 中

国統計出版社．

�管理世界２００１第１期�管理世界雑誌社編 北京 管

理世界雑誌社．

［付記］ 本稿は，鄭による２００２年３月と８月の

調査（８月調査には阿部も同行）に基づいて，阿

部が中心となって執筆した。調査に応じて下さっ

た各企業・研究機関の方々，本稿の執筆・修正に

際して有益なコメントを頂いた本誌レフリーと名

古屋大学環境学研究科社会学・地理学研究室の方々

に，深く御礼申し上げる。また，本研究に際して

は，文科省科学研究費補助金（特別研究員奨励費，

課題番号 １３００１２４８）の一部を使用した。なお，

本研究は２００２年１１月，お茶の水大学で行われた人

文地理学会大会で発表した。

（鄭・名古屋大学大学院環境学研究科／阿部・名古

屋大学大学院環境学研究科助手）
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